
対�

青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
農

業
者

申�

11
月
30
日
㊋
（
新
規
申
込
者

は
12
月
28
日
㊋
）
ま
で
に
、

福
島
県
農
業
共
済
組
合
に
直

接
ご
申
請
く

だ
さ
い
。

問�

福
島
県
農
業
共
済
組
合

　

県
北
支
所

　

☎
５
４
４
―
２
７
１
１

　

同
組
合
保
原
会
館

　

☎
５
７
２
―
５
７
３
３

皆
さ
ま
の
声
を
県
政
に

提
案
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ま
か

ら
の
提
案
を
今
後
の
事
業
に
活

か
す
た
め
「
県
民
提
案
」
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
実
施
し
て

ほ
し
い
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め

て
県
庁
県
民
広
聴
室
へ
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

　

提
案
内
容
は
担
当
部
局
が
検

討
し
、
受
理
日
か
ら
2
週
間
程

農
業
者
の
皆
さ
ま

収
入
保
険
に
ご
加
入
を

　

収
入
保
険
制
度
は
、
全
て
の

農
業
経
営
品
目
を
対
象
に
、
自

然
災
害
や
価
格
低
下
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
よ
る
販
売

収
入
の
減
少
を
補
償
す
る
制
度

で
す
。

　

安
定
し
た
農
業
経
営
を
継
続

す
る
た
め
、
収
入
保
険
の
加
入

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

度
で
提
案
者
へ
回
答
し
ま
す
。

▶提出先
福島県庁県民広聴室
〒 960-8670
福島市杉妻町２番 16
FAX:521-7934
E-mail:koucho@
pref.fukushima.lg.jp
※�書面提出に限る

問
福
島
県
県
民
広
聴
室

☎
５
２
１
―
７
０
１
３

募
集

地
域
で
子
育
て
支
援

フ
ァ
ミ
サ
ポ
会
員
募
集

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
（
フ
ァ
ミ
サ
ポ
）
で
は
、

子
ど
も
を
預
け
た
い
親
（
お
願

い
会
員
）
と
支
援
し
た
い
地
域

の
人
（
任
せ
て
会
員
）
を
結
び
、

地
域
で
子
育
て
を
支
え
る
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
送
迎
、
買
い
物
や

学
校
行
事
の
際
の
預
か
り
な
ど

の
利
用
が
可
能
で
す
。
お
願
い

会
員
・
任
せ
て
会
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

問�

ネ
ウ
ボ
ラ
推
進
課

　

子
育
て
支
援
係

☎
５
７
３
―
５
６
５
２

進
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
目
的

に
、
空
き
家
バ
ン
ク
を
運
用
し

て
い
ま
す
。
空
き
家
の
所
有
者

や
居
住
用
と
し
て
利
用
し
た
い

人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●�

空
き
家
バ
ン
ク
…
所
有
者

が
売
却
を
希
望
す
る
市
内
の

空
き
家
の
情
報
を
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
し
、
空

き
家
の
利
用
希
望
者
に
情
報

を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム

申�

登
録
方
法
な
ど
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

協
働
ま
ち
づ
く
り
課

　

移
住
定
住
推
進
係

☎
５
７
５
―
１
１
７
７

お
知
ら
せ

鳥
獣
被
害
対
策

資
材
購
入
費
な
ど
補
助

　

鳥
獣
被
害
対
策
に
必
要
な
機

器
や
部
材（
侵
入
防
止
柵
な
ど
）

の
購
入
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

対�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業

者
な
ど

内��

補
助
額
…
総
事
業
費
の
２
分

の
１
（
上
限
５
万
円
）

　

�

申
請
条
件
…
令
和
４
年
３
月

31
日
㊍
ま
で
に
事
業
が
完
了

で
き
る
こ
と
（
※
予
算
上
限

に
達
し
次
第
受
付
終
了
）

申�

申
請
書
・
見
積
書
・
通
帳
の

写
し
・
住
所
が
確
認
で
き
る

書
類
の
写
し
を
農
政
課
（
市

役
所
中
央
棟
3
階
）
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

農
政
課
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
入
手
で
き

ま
す
。

問
農
政
課
農
業
振
興
係

☎
５
７
３
―
５
６
３
５

浄
化
槽
の
適
正
な

管
理
に
ご
協
力
を

　

浄
化
槽
管
理
者
は
、
保
守
点

検
・
清
掃
・
法
定
検
査
（
使
用

開
始
後
の
水
質
調
査
と
年
１
回

の
定
期
検
査
）
の
実
施
が
法
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
県
や
市
か
ら
許
可

を
受
け
た
事
業
者
に
委
託
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
浄
化
槽
協

会
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申�
福
島
県
浄
化
槽
協
会
浄
化
槽

検
査
員
会
福
島
支
所

　

☎
５
３
１
―
１
７
６
６

問
下
水
道
課
総
務
管
理
係

☎
５
７
３
―
５
０
５
９

令
和
４
年
成
人
式

市
外
在
住
者
申
込
受
付

　

対
象
者
に
は
11
月
に
案
内
状

を
お
送
り
し
ま
す
。
市
外
在
住

で
、
市
の
成
人
式
に
出
席
を
希

望
す
る
人
は
生
涯
学
習
課
に
事

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日�

令
和
４
年
１
月
９
日
㊐
10
時

30
分
（
受
付
９
時
30
分
～
）

申�

申
込
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
電
話

で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問�

生
涯
学
習
課

　

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
係

☎
５
７
３
―
５
７
０
９

空
き
家
バ
ン
ク

ご
利
用
を

　

市
で
は
市
内
の
空
き
家
の
有

効
活
用
と
、
移
住
・
定
住
の
促

11 月のお知らせやイベントをご案内しま
す。記載の行事やイベントは、新型コロナ
ウイルス感染症の状況により変更・中止す
る場合があります。

ま
だ
ま
だ
募
集
中
！

元
気
づ
く
り
会

　

元
気
づ
く
り
会
集
会
所
コ
ー

ス
の
実
施
を
希
望
す
る
町
内
会

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

週
２
回
６
カ
月
間
（
１
回
90

分
）、
仲
間
と
一
緒
に
楽
し
く

体
を
動
か
し
ま
す
。

申�

健
幸
都
市
づ
く
り
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

他
健
幸
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業

問�

健
幸
都
市
づ
く
り
課

　

元
気
づ
く
り
係

☎
５
７
５
―
１
１
４
８

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
エ
ア
ロ

教
室
参
加
者
募
集

　

キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
を
使
っ

た
有
酸
素
運
動
で
汗
を
流
し
ま

せ
ん
か
。

日�

12
月
２
日
㊍
～
１
月
27
日
㊍

毎
週
㊍
19
時
～
20
時

場
保
原
市
民
セ
ン
タ
ー

定
25
人
（
先
着
順
）

４
０
０
０
円
（
初
回
時
集
金
）

申�

11
月
１
日
㊊
～
19
日
㊎
（
土

日
祝
除
く
）
に
ス
ポ
ー
ツ
振

興
公
社
に
直
接
お
申
し
込
み

早めのライト点灯で交通事故防止を

問�生活環境課生活交通係　☎︎575-1290

秋から冬、特に午後４時から７時は
歩行者や自転車利用者が被害にあ

う事故が多発しています。早めの点灯
で交通安全に努めましょう。

● PM4 ライトオン運動
　11月１日㊊〜令和４年２月28日㊊
◉ 16時を目安とした早めのライト点灯
◉�原則上向きでライト点灯
　�（こまめな上下切り替え）
◉�歩行者は反射材、懐中電灯などの活用�

チャット形式で緊急通報が可能に
N
ネ ッ ト

ET119 緊急通報システム運用開始

問��伊達地方消防組合消防本部警防課通信
指令係　☎︎575-0182　FAX575-4105
メール�sirei@date119.jp

スマートフォンやタブレットを利用
して、チャット形式で消防署に緊

急通報ができるようになりました。利用
には事前登録が必要です。詳
しくは伊達地方消防組合の
ホームページをご覧ください。

対下記両方に該当する人
①�聴覚・言語機能障がいなどによって、
音声による通報が困難な人
②�伊達市、桑折町、国見町、川俣町に
居住または通勤、通学している人

【マークの見方】
日�日時・時間　場�場所・会場　内�内容
持�持ち物　対�対象　定�定員　師�講師
申�申込方法　 �費用　問�お問い合わせ
他�その他

新型コロナウイルス感染症の影響に
よる介護保険料の減免

問�高齢福祉課介護保険係　☎ 575-1299

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定
程度下がった（減少見込含む）人などに対し、65

歳以上の人の介護保険料を減額・免除します。減免には
申請が必要です。該当者は高齢福祉課にご連絡ください。

対象者①　死亡・傷病　→全額免除
　世帯の主たる生計維持者※1（以下、「生計主」）が死亡
または重篤な傷病を負った人（重篤な傷病…1カ月以上
の治療期間を有する場合）
※ 1…被保険者と住民票上の同世帯の人で、その世帯の生計
を担っている人のこと。

対象者②　収入の減少　→全額免除または 10分の8 減額
　新型コロナウイルス感染症の影響により、生計主の事
業収入など※2 が減少し、次のアとイの両方にあてはま
る人→金額に応じて免除
ア：�令和 3年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令

和 2年の当該事業収入等の額の 3割以上※3

イ：�ア以外の収入の令和2年所得合計額が400万円以下
※ 2…事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入
※ 3…複数の収入がある場合、減少額はいずれか一つの収入
で判定。保険金や損害賠償で補てんされる金額は収入に含む。

減免の対象となる保険料
　令和3年度分の介護保険料のうち、令和3年 4月1日
～令和 4年 3月 31日に納期限が設定されている保険料

申請期限
令和4年 3月31日まで（郵送申請の場合は消印有効）

市HP

申込ページ

農業共済
組合HP

市 HP
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※�

休
館
日
…
毎
週
㊊
、
11
月
4

日
㊍
、
11
月
24
日
㊌

場
伊
達
市
梁
川
美
術
館

�

大
人
６
０
０
円
、
中
高
生

４
０
０
円
、
小
学
生
１
０
０

円
、
幼
児
無
料
（
チ
ラ
シ
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
画

像
提
示
で
１
０
０
円
割
引
）

内�「
14
ひ
き
の
ね
ず
み
」
シ

リ
ー
ズ
や
長
編
の
冒
険
物
語

「
ト
ガ
リ
山
の
ぼ
う
け
ん
」

「
か
ん
が
え
る
カ
エ
ル
く

ん
」
な
ど
の
原

画
を
展
示

問
伊
達
市
梁
川
美
術
館

☎
５
２
７
―
２
６
５
６

日�

11
月
18
日
㊍
13
時
～
15
時
30

分
（
開
場
12
時
30
分
）

場
伊
達
市
ふ
る
さ
と
会
館

内�

元
気
づ
く
り
会
の
体
験
、
伊

達
市
の
健
康
づ
く
り
に
つ
い

て
の
講
演
な
ど

定
２
０
０
人

申�

�11
月
16
日
㊋
ま
で
に
各
総
合

支
所
ま
た
は
保
原
保
健
セ
ン

タ
ー
に
申
込
書
を
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
申
込
書
は
各
総
合

支
所
で
入
手
で
き
ま
す
。

他�

主
催
…
元
気
づ
く
り
大
学

問�

健
幸
都
市
づ
く
り
課

　

元
気
づ
く
り
係

☎
５
７
５
―
１
１
４
８

か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問�

協
働
ま
ち
づ
く
り
課

　

協
働
推
進
係

☎
５
７
５
―
１
１
７
７

本
を
読
む
き
っ
か
け
に

読
書
週
間

　

読
書
週
間
に
市
立
図
書
館
を

利
用
し
た
人
に
、
し
お
り
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

●
第
75
回
読
書
週
間

　

10
月
27
日
㊌
～
11
月
9
日
㊋

　

�

標
語
…
「
最
後
の
頁
を
閉
じ

た　

違
う
私
が
い
た
」

●
電
子
図
書
館
の
ご
利
用
を

　

ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら

約
９
０
０
冊
の
本
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
こ
ち
ら

問
伊
達
市
立
図
書
館

☎
５
５
１
―
２
１
３
２

い
わ
む
ら
か
ず
お

原
画
展
開
催
中

日�

12
月
12
日
㊐
ま
で

　

�

９
時
30
分
～
17
時
（
最
終
入

館
16
時
30
分
）

国
際
交
流
員
ト
ニ
ー
に

英
語
を
学
ぼ
う

　

オ
ン
ラ
イ
ン（
Z
O
O
M
）で

英
会
話
講
座
を
実
施
し
ま
す
。

★
初
級
コ
ー
ス

日
11
月
25
日
㊍
18
時
～
19
時
15
分

対�

英
会
話
を
始
め
た
い
・
始
め

た
ば
か
り
の
人

★
中
級
・
上
級
コ
ー
ス

日
11
月
26
日
㊎
18
時
～
19
時
15
分

対�

英
語
に
よ
る
簡
単
な
日
常
会

話
が
で
き
る
人

定
各
コ
ー
ス
10
人
（
先
着
順
）

申�
11
月
15
日
㊊
ま
で
に
、
申
込

フ
ォ
ー
ム（
二
次
元
コ
ー
ド
）

く
だ
さ
い
。

問�

伊
達
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社

☎
５
９
７
―
８
０
１
５

だ
て
の
お
う
ち
婚

オ
ン
ラ
イ
ン
合
コ
ン

　

結
婚
を
望
む
独
身
者
を
対
象

に
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Zズ
ー

ム

O
O
M
）

で
出
会
い
の
場
を
提
供
し
ま
す
。

日
12
月
５
日
㊐
15
時
～
19
時

対�

30
歳
か
ら
50
歳
の
独
身
男
女

各
５
人

男
性
２
０
０
０
円

　

女
性
１
０
０
０
円

申�

11
月
19
日
㊎
ま
で
に
保
原
中

央
自
治
振
興
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

問
婚
活
事
業
の
お
問
合
せ�

　

�

協
働
ま
ち
づ
く
り
課
協
働
推

進
係
☎
５
７
５
―
１
１
７
７

　

�

イ
ベ
ン
ト
内
容
の
お
問
合
せ

　

保
原
中
央
自
治
振
興
会

☎
５
６
３
―
１
１
３
１

イ
ベ
ン
ト

元
気
な
ま
ち
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
11
月
18
日
㊍
開
催

　

開
催
を
延
期
し
て
い
た
元
気

な
ま
ち
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
ま
す
。

※このスペースは有料広告です。詳しくは、秘書広報課（☎︎ 575-1113）にお問い合わせください。

名
峰
霊
山

紅
葉
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

日�

10
月
30
日
㊏
、
31
日
㊐
、
11

月
３
日
㊌
㊗
、
６
日
㊏
、
７

日
㊐　
場
霊
山
登
山
口

内�

ふ
る
さ
と
物
産
展
（
各
日
９

時
～
15
時
）、
記
念
バ
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11 月 12 日〜 11 月 25 日
女性に対する暴力をなくす運動

自宅で過ごす時間が増え、家庭内暴力
の被害が増えています。女性に対す

る暴力のない社会づくりを進めましょう。

問�協働まちづくり課協働推進係�☎ 575-1177
　�社会福祉課地域福祉係　☎575-1264

◆女性の人権ホットライン
☎ 0570-070-810（ナビダイヤル）
強化期間：11月 12日㊎〜 18日㊍
８時30分〜19時（土日は10時〜17時）
※�通常時受付：平日8時30分～17時15分

● 販売期間
　�11 月１日㊊〜令和４年１月 31 日㊊
● 販売場所　総務課または各総合支所
　��伊達（☎583-2111）、梁川（☎577-
1111）、保原（☎575-2111）、霊山
（☎586-3401）、月舘（☎572-2111）

問�総務課総務係　☎ 575-1239

2022 年版福島県民手帳を販売

無料相談
定例行政相談会
日 11 月 1 日㊊  10 時〜 12 時
場�市役所東棟1階102会議室
内��役所や特殊法人などへの意見や要望など
問�秘書広報課広報広聴係　☎575-1113

弁護士による無料相談会
日 11月10日㊌、12月8日㊌ 13時〜16時
場�消費生活センター（市役所中央棟1階）
内��消費者問題、多重債務など（要予約）
問�消費生活センター　☎ 574-2233

行政書士による無料相談会
日 11 月 18 日㊍  9 時〜 12 時
場�市役所1階シルクホール
内��離婚、相続（遺産分割協議書作成）、
生活相談など（要予約）

問�総務課総務係　☎ 575-1239

見えづらさの相談会
日 12 月 7 日㊋  10 時〜 13 時
場�伊達ふれあいセンター
対��視覚に障がいのある人や見えにく
いことで日常生活に不自由を感じ
ている人、その家族

▶︎�医師への医療相談（10人程度）
　�目に関する相談や補装具の要否判
定、身体障害者手帳などの相談

▶︎�福祉制度・職業教育相談…居宅サー
ビスや日常生活用具、資格取得など
▶︎�福祉用具の体験…ルーペ、遮光眼鏡、
拡大読書器、音声パソコンなど
▶︎�盲導犬体験歩行…盲導犬に関する相
談、白杖に関する相談など

申� 11 月 19 日㊎までに社会福祉課か
各総合支所にお申し込みください。

問�社会福祉課障がい福祉係
　�☎ 575-1274　FAX576-7199

※このスペースは有料広告です。詳しくは、秘書広報課（☎︎ 575-1113）にお問い合わせください。

１冊 600円（税込）
①横罫版 (濃茶）
②カレンダー版
　（アップルグリーン）

11 月は児童虐待防止月間

問�福島県中央児童相談所　☎534-5101
　�ネウボラ推進課こども家庭相談係
　�☎ 573-5682

児童虐待の相談は増加傾向にありま
す。虐待かもと思ったらすぐにお

電話ください。あなたの電話で救われる
子どもがいます。匿名の連絡が可能です。

児童相談所　
全国共通　
ダイヤル　
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